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会 議 録 

 

会議の名称 第３回所沢市市民医療センター運営委員会 

開催日時 令和５年２月１３日（金） １９時００分から２０時３０分 

開催場所 保健センター ３０１会議室 

出席者の氏名 

赤津 拓彦、酒見 文人、石丸 由紀、浜島 拓也、安達 秀夫、 

塩谷 彰浩、山川 英夫、遠藤 里香、米川 智浩、市川 健、 

池田 喜恵、大川 千惠子、甲田 博文、峯岸 竜生 

欠席者の氏名 小村 伸朗 

説明者の職 

・氏名 

株式会社病院システム 

西埼玉中央病院事務部長 

議題 

（１）市民医療センター再整備基本計画について 

（２）経営強化プランについて 

（３）その他 

会議資料 

· 次第 

· 席次表 

· 資料１ 所沢市市民医療センター再整備基本計画【検討状況】 

· 資料２ 所沢市市民医療センター再整備基本計画案の概要に 

ついて 

· 資料３ 所沢市市民医療センター経営強化プラン【骨子案】 

· 参考  持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立 

病院経営強化ガイドラインの概要 

担当部課 

出席者 

医務部長 東 賢治、小児科担当理事 黒木 康富、事務部長 林 誠、 

総務担当参事 中村 まさみ、再整備推進室長 武政 直行、 

総務課主査 高橋 亘、総務課主査 荒井 浩伸、 

総務課主査 三瓶 丞、総務課主査 上地 愛子、 

総務課主任 相馬 圭 

電話 04-2992-1151（市民医療センター事務部総務課） 
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発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 
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委員 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

■開会 

■会議成立の報告 

■会議の公開・非公開の別 

原則として全て公開 

■会議録の記載方法及び確認・署名 

発言要旨を記録、発言者名記載せず、確認・署名は会長に一任 

■傍聴者の確認（１名） 

■資料の確認 

 

議題１ 市民医療センター再整備基本計画について 

資料１所沢市市民医療センター再整備基本計画【検討状況】及

び資料２所沢市市民医療センター再整備基本計画案の概要に基

づき説明。 

 

事務局より資料説明いただいたポイントは、感染症・災害時対

応、医療需要・市民ニーズ、施設・設備の老朽化、収益改善・健

全経営に集約されている。年間４億円程度の赤字は続くことを見

込まれており、1日当たり約１００万円の税金が投入されている

ということをご承知いただいた上で議論が必要であると考えて

いる。また、先日埼玉県の医療審議会が終了し、当西部医療圏で

の増床計画が認められた。２４５床が増床となり、狭山市からも

１１１床の病院の移転があるため、所沢市内で３５６床の増床と

なることが決定された。これらの背景を踏まえ、ご意見をお伺い

したい。 

 

事務局から説明いただいた内容は非常に重要であり、議論の根

本となる。この議論無くして方向性を決めかねる内容であるた

め、この場でどこまでの議論が可能であるのか。あるいは市の方

向性として決まっていることなのかなど、お示しいただきたい。 

 

本日ご説明した内容については、これまで院内で検討を進め、

その後、副市長を含めた関係部長等による協議を経て、市長に説

明を行い、市の方向性として了承をいただいている内容である。 

 

市の方針としては、経営形態は公営企業法の一部適用を変更せ

ず、病床数も変更しないということと理解した。各委員からのご

意見を伺いたい。 

 

課題が明確に示され、わかりやすい資料であった。年間４億円、

１日あたり１００万円もの赤字という点は、何とかしなければな

らない課題である。今後、この課題をどこまで改善できるか、ご

意見を踏まえながら検討していきたい。 

 

課題は事務局の資料で明確に示されたため、実のある改善に持

っていくため、各委員の知恵を絞っての検討が必要というご意見

である。 
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限られる資源の中で、市民の要望に応えつつ、施設整備を具体

化しなければならないというプロセスの中で、一定の結果が出た

点は良かった。課題である感染症・災害対応、収益改善について、

どう実現するかのプロセスが示されれば良いと考えている。 

 

限られる資源の中、少子高齢化が進み、財源が目減りしていく

中での事業継続は難しい課題である。特に感染対応と収益改善に

ついて、懸念されているというご意見である。 

 

わかりやすい資料と説明であった。シミュレーションに当たっ

ての病床利用率の設定について、一般急性期病床７８％、地域包

括ケア病床９０％とされている。現在は病床の構造上利用率を上

げるのが難しいとのことであるが、２０年３０年と利用していく

病院の計画上、このような設定値が現実的なのかという点が気に

なった。 

 

病床利用率については、民間病院では示された設置値以上の利

用率を確保しなければ、病院の経営が成り立たなくなってしまう

という状況である。 

 

せっかく新しい病院を作るのに、４９床のままであり、もっと

大きくならないのかと、市民としては考えてしまう。他の市町村

では、公立病院はもっと大きな規模の病院がある。ゼロから考え

直すのであれば、「これからの公立病院のあり方」の講演会の中

でお話しがあったように、１００床以上が現実になれば良いと思

った。 

 

大きな病床数の病院になれば良いというご意見であるが、病床

数については、県の医療計画の中で決められている。今年度、３

２８床分の病床の公募があり、応募が３２９床であった。２月１

０日の医療審議会において３２８床の増床が認められたところ

であり、今後さらに５０床を増やすことは現時点の制度上は不可

能である。従って医療センターの最大病床数は４９床となるが、

市民としてはもっと大きな病院として、機能が充実した病院整備

を望むというご意見であった。 

 

専門的なことはわからないが、病床数の増加や、年間４～５億

円の赤字という経営状況についても、改善が進めば良いと考えて

いる。 

 

市民の視点としては、充実した医療の提供と、経営が成り立つ

ような方向で進んでいけば良いというご意見である。４～５億円

の赤字というのは、市民の血税であるため、この使い方を考えて

ほしいということと理解した。 

 

内容についてはよく理解できた。気になったのは、シミュレー

ションにおける病床利用率の設定である。第１回目の運営委員会

において、改革プランの進捗状況評価付けを行ったが、ＣやＤラ

ンクが多かったという状況である。その中で、この病床利用率を
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設定されており、その前提となるのは、職員の意識改革と医師数

の増員とされている。意識改革は時間のかかる取り組みが必要で

あり、それに向けて具体的に何をするのか。意識改革も目標を達

成するための重要な評価の指標を設定し、年次ではなく月次での

進捗状況を確認しながら進めることで、このシミュレーションが

成り立つものと考えている。その努力を市民としては期待してい

る。 

 

意識改革の点について、民間病院では患者数を確保できなけれ

ば経営が成り立たない状況であるため明快であるが、公立病院は

そのような状況ではない中で、どのように意識改革を進めるのか

を問われるご意見であった。 

 

難しい内容であったが、病床利用率などを含め良い方向に進ん

でいけば良いと思う。 

 

市民に利用される病院になると良いという願いを込めたご意

見であった。 

 

医療需要について、令和２年度の患者調査結果をもとに推計さ

れている。入院については、新生物の他、循環器系、呼吸器系が

多く、外来では、循環器系の需要がさらに大きくなるという結果

である。これは現状から推測した内容であるが、当圏域の医療機

関で、この需要に対応し、充足できるのかという点が気になった。

例えば循環器の専門病院での対応状況などがどの程度あるのか

といった点については、分析が不足している。公的病院は民間が

提供しづらい機能を担うことが求められるが、民間の医療機関で

担うことができる機能はどこで、不足する機能はどこなのかとい

うところまで分析いただけると良い。そのようなデータがあれば

市民医療センターで強化すべき機能の方向性も見えると思われ

る。保健所や県でもそのようなデータを持っていないため、着眼

点の１つとして検討いただきたい。 

 

公的医療機関として民間の手薄な部分を把握したいという意

図である。小さな規模でも黒字経営ができている病院は、整形外

科や循環器、脳神経外科などの専門機能に特化しているところが

多い。政策医療を担うなかで医療センターがどの機能を担うべき

かの判断材料となる資料があれば良いというご意見であった。 

 

国立病院が平成１６年に独立行政法人化し、その後は国からの

援助なく運営している病院である。市の方でも了承済みの内容と

のことであるが、整備費、繰入金として多額の資金が投入される

計画であり、その期待に応えていくことが望まれる。４９床とい

う規模での経営改善は難しいものがある。再整備後の方向性や検

討事項として挙げられている病床利用率の向上や医師確保、職員

の確保について、具体策を検討・立案していく必要がある。厳し

い環境にあることは我々も同様であるため、相互に協力しながら

進めていきたいと思う。 
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新病院整備については、多額の投資が必要になるため、例えば

道路のように全ての住民が使え、市民の安心安全につながるよう

な施設になると良い。また課題解決に向けた取り組みの具体性を

示すことが必要であるというご意見であった。 

 

市民医療センターは民間で手掛けにくい医療を実施する施設

として、年間４億円の繰入は市としては多いと考えているのか。

経営改善によって繰入金を減らすことを考えているのか。市の方

針はどう考えているか。新築した場合、建設工事費が３３.１億

円で、繰入金が５.５億となっているが５.５億は市の負担で、残

りは病院側での負担ということか。 

 

繰入金の５.５億円は開院７年目時点の金額である。建設費に

ついては、企業債を活用するため、３０年をかけて償還していく

計画である。償還金額については繰入金の中に計上している。 

 

企業債を活用するということで理解した。建設工事について、

PFI事業の採用を検討されてはどうか。また PFIの採用によって、

外部委託できる業務も増えると思われる。 

 

給食や清掃など、外注可能な業務は外注化を進めている。 

PFIの導入メリットは大きくないと考えている。 

 

建築のフロアプランについては、今後の検討事項ということで

良いか。コンセプトをフロア構成等に落とし込むことが必要であ

る。 

 

市として４億円の繰入金額をどう考えているか。そしてその政

策医療の中身について問われるご意見であった。 

 

病床数を増やすことで利益が生じ、繰入金が減少するものと考

えていた。県内の公立病院の一般会計からの繰入金について見る

と、５００床、６００床規模の病院では繰入金額も大きくなって

いるが、１００～２００床規模であれば、当院よりも繰入金額は

少なくなっているように見受けられる。やはり４９床の規模で黒

字経営を行うことは難しいものと思われる。赤字を計上しない計

画を目指すのであれば、今後の病床公募があった場合には、もう

少しの増床があってもいいように思われる。６０床を想定した場

合、２億円程度の事業費増額であるならば、増床に伴う利益増も

見込まれるため、その方が良いと思われる。特定の診療科に特化

することができれば、黒字化することも可能と思われるが、当院

の主要な機能である小児科については、２４時間対応するとなる

と経費がかかるため、経営的には難しい。公立病院として、赤字

覚悟で進むのか、新病院後に黒字化を達成するのかということ

を、どこかで決めなければ、方針があやふやなままで病院建設が

進んでしまうことを危惧している。 

 

政策医療を目指すのか、民間病院のような経営効率化を目指す

のかという問いであった。民間病院がやらない機能を担うのであ
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れば、明確であるため、その覚悟を持って新病院を作るのかとい

う問いかけであった。我々も共に考えていかなければならない課

題である。 

 

今の体制のまま進められる場合、病床を維持する意味はどこに

あるのか。需要があるといっても、３００床以上の増床が計画さ

れる中ではその需要は吸収されてしまう。所沢市の人口が増える

とも思えないため、医療需要がシミュレーションのように進むの

か疑問である。病床利用率を上げていく計画であるが、この設定

値でもまだ低い想定である。外来についてあまり触れられていな

いが、専門外来をやる等しなければ、入院患者の獲得にはつなが

らない。そこをどう考えていくかが課題であり、４９床の必要性

が疑問である。 

 また、市民医療センターで月１回の準夜勤を行っているが、職

員の話などを聞く中で、公営企業法の一部適用であるがゆえに、

フットワークが重いということを感じる。現在の経営形態では、

経営責任が不明確である。誰も責任を取らない組織であるため、

放漫経営になっているのではないか。赤字であっても市が補填す

るから良いと考えているのであれば、意識改革にならない。どの

ように意識改革を進めていくのかという具体的な策はあるのか。

職員が自分事として、経営のことを考えていないからこのような

状況になっているのではないか。 

 フットワークが軽い組織であれば、ちょっとした修理なども、

外注してすぐに直すことができると思うが、決裁が下りるまで数

か月もかかってしまうことなどの積み重ねが原因なのだと思う。  

資材等の無駄遣いがあったとしても、誰も咎めることが無いよう

な状況が課題である。このような状況であるからこそ、経営形態

はこれで良いのかという点を問いたい。誰に言えばこれらの課題

の是正や意識改革をやっていただけるのかという点は明確にな

っていない。 

 

厳しいご意見ではあるが、責任の明確化が必要であることにつ

いては、同じように感じている。赤字を是とすることの条件は、

やはり政策医療をやっていることになると思われる。民間病院が

担っている機能を同じように医療センターが担うことを良しと

する方は、委員の中にはいらっしゃらないものと思われる。 

 

正直に申し上げて新病院でも何も変わらないのだと思った。現

状維持でそのままで運営していかれるように見えてしまう。市が

負担するのだからそれで良いと考えているのであれば言うこと

は無いが、市民の血税を使う以上、使い方は考えていただきたい。

推計において患者が増える見込みがあるから、患者が増えると思

っているなら甘い、そんなことを考える病院の経営者はいない。

皆、努力して患者を増やしている。需要の増加分は増床される３

２８床で吸収されてしまう。加えて美原に大きな病院が建設され

るため、この周辺の患者は美原の新病院に行ってしまう。防衛医

大ですら患者数の減少があるのではないか。それに対して、医療

センターとしての強みが無ければ患者は集まらない。強みを出し

ていくためには、病床の問題ではなく、外来をきちんとやること
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だと考えている。専門外来を持つことや、小児の夜間診療を充実

させるというようなシステムを作ることが必要である。そのよう

なことをしない限りは、何も変わらない。 

 

経営や運営を考えるとこのような意見が出てきてしまう。政策

として必要であること、民間病院がやらないことを市民のために

実施するということの議論が必要である。所沢市は産業が無い都

市であり、個人の所得税収入で税収を確保している市ではないか

と感じている。その中で、高齢化が進み労働者人口が減少すると、

その財源の確保がままならなくなることが懸念される。従って、

既存の仕組み等についてのスクラップ＆ビルドが必要なのだと

考えている。 

計画案自体は、懸命に考えた結果であることは理解できるが、

これが市民の求めていることであるかはわからない。少子高齢化

が進む中で、西部医療圏において公募のあった３２８床のうち、

２４５床は市内に整備される。内訳としては、所沢美原病院６０

床、敬寿会所沢病院１２８床、明生リハビリテーション病院９床、

新所沢清和病院２０床、圏央所沢病院２８床である。さらに狭山

中央病院１１１床が所沢市内に移転されるため、合計で３５６床

が増えることになる。自院についても、入院患者の確保が困難に

なることが懸念される。４９床を維持し、政策医療を行わないの

であれば、市民のためにならないと個人的には考えている。政策

医療として求められることは、やはり小児医療である。少子化は

推計よりも著しく早い勢いで進展している。小児に特化できれば

良いが、小児医療はお金がかかるという側面がある。だからこそ

の政策医療であると考えている。 

県立小児医療センターが移転したときに、医療的ケア児が移れ

ずに取り残されてしまったという状況が生じた。そのため「カリ

ヨンの杜」が医療的ケア児に対する支援を担っている。病床数も

多くはないため、このような取り組みが市民医療センターででき

るのであれば、政策医療としてこれだけの金額を投資していると

胸を張って言うことができると思う。 

一般病床を増やすのであれば、市としての覚悟を見せていただ

きたい。言ったことは実行し、市民の前で説明できるかというこ

とを考えていただきたい。 

 

議題２ 経営強化プランについて 

資料３ 経営強化プラン骨子案及び参考資料 公立病院経営強化

ガイドライン概要に基づき説明。 

 

概要については理解した。改革プランについての各委員の意見

を踏まえると、数値目標の設定や、目標に対して具体的にどのよ

うに取り組みを進めるのかということを示していただきたいと

いうご意見であったと思われる。 

 

医師看護師の確保について、派遣元の大学病院も働き方改革が

進むことで派遣できる医師数が少なくなると思われるが本当に

大丈夫か。働き方改革が進むことで外勤できる時間数が減らされ

ることになるため、十分に検討していただくことが必要である。 
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·  

看護師確保については、常時募集を行っている。派遣医師につ

いては宿日直許可申請を労働基準監督署に提出しており、宿日直

対応に係る派遣が行いやすい環境づくりを進めているところで

ある。 

 

人材不足については、どこの医療機関も問題である。そのため、

看護人材の育成の拠点をこの地から消したくないと考えている。

所沢市内で看護人材の育成を行っているのは、防衛医大と西埼玉

中央病院、医師会立の准看護学院と看護専門学校のみである。市

民医療センターの建替えに伴い、准看護学院の存続や移転、ある

いは廃止という点も検討課題となっている。所沢市と医師会は知

恵を絞って考えていく必要がある。看護師がいなければ医療は提

供ができなくなってしまう。そのような事態にならないように、

解決しなければならない課題を皆で共有し、知恵を出し合ってい

きたい。 

 

経営形態の見直しについて、現状の経営形態を継続することで

良いのか。意識改革や責任が不明確な状態で良いのか。もう一度

検討していただきたい。 

 

かつて防衛医大でも独立行政法人化に向けた検討が行われた

経緯がある。その当時、私は反対の立場だったが、結果的に独立

行政法人化へと移行しなかった。移行しておけば看護師の確保や

物品の購入などの経営の自由度は高まったのではないかという

意見もある。ただし、そのためには経営努力によって黒字化しな

ければならないという課題がついて回る。 

 公立病院を地方自治体で支え切れなくなった場合には、独立行

政法人への移行、指定管理者制度の導入、民間譲渡や廃院という

ような選択肢から検討をしている。市が政策医療をやるのかにか

かっている。民間でできることをやるのであれば、民間との競争

になる。その時に胸を張って理由を説明できるようにしていただ

きたい。次回の委員会においては、新しいプランにおける数値目

標の設定とその理由を説明いただけるものと思う。 

 

議題３ その他 

来年度の運営委員会については、今年度と同様に年３回を予定

している。時期としては、７月、１０月、２月頃を考えている。 

 

閉会の挨拶 

以上 

 

 


